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令和５年度神奈川県薬物乱用防止対策実施要綱 

  神奈川県薬物乱用対策推進本部  

 

 

 

 

 

１ 趣  旨 

薬物乱用問題は、世界の国々で深刻な政治・社会問題となっている。わが国にお

いても、第三次覚醒剤乱用期のピークと言われた平成９年当時に比べ、覚醒剤事犯

の検挙人員は半減したものの、近年は青少年の間で大麻乱用が広がりを見せるなど、

明日の社会を担うべき青少年等の乱用問題は深刻な状況にある。 

このような状況を踏まえ、国は、「国際化を見据えた水際を中心とした薬物対策

の強化」「未規制物質・使用形態の変化した薬物への対応の強化」「関係機関との

連携を通じた乱用防止対策の強化」という３つの視点から、平成３０年８月に「第

五次薬物乱用防止五か年戦略」を策定し、総合的な薬物乱用防止対策の更なる強化

と推進を図ることとした。 

神奈川県においては、社会問題化した危険ドラッグに対し、神奈川県薬物濫用防

止条例を制定するとともに、薬物乱用対策推進本部を中心に、関係機関及び関係団

体が連携協力して積極的な対策を実施してきたところ、県内の販売店舗がゼロとな

るなど、一定の効果が見られた。 

しかしながら、県下における覚醒剤・大麻等薬物の乱用は依然として高水準にあ

り、特に大麻については検挙人員の増加傾向が顕著で、近年の県内における未成年

者検挙人員の大多数を占めるなど、まことに憂慮すべき事態である。 

また、インターネットを通じた密売・購入方法の潜在化・巧妙化や、大麻に関す

る誤った情報の増加など、変化する薬物乱用情勢に対し、引き続き十分な警戒と対

策が必要である。 

かかる事態に対処するため、当本部は、啓発・青少年対策部会及び取締対策部会

の協議結果報告を踏まえ、令和５年度に実施すべき対策を次のとおり策定し、関係

機関・団体が連携し、県民総ぐるみで取り組むことにより、「薬物クリ－ンかなが

わ」の実現を図る。 

なお、本要綱における対策の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止に十分留意のうえ、柔軟に対応するものとする。 

 

２ 実施機関 

この要綱に基づく対策は、関係機関及び関係団体が、緊密な連携を図りつつ推進

する。 

関係機関：国、県、市町村 

関係団体：薬物クリーンかながわ推進会議 

 

 

 

 

確定版 
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３ 実施対策 

(1) 啓発活動の推進 

ア 学校における啓発・指導 

(ｱ) 児童・生徒に対する啓発・指導 

関係機関・団体は、児童・生徒に対し、覚醒剤等薬物乱用の恐ろしさと弊

害について徹底した指導を行う。特に、近年インターネットにおいて大麻

に関する誤った情報が急増していることを踏まえ、県市町村担当課、県市

町村教育委員会等との連携を密にして、覚醒剤・大麻・危険ドラッグの乱用

の危険性及び有害性に関する正しい情報を提供するとともに、医薬品の適

正使用についての広報啓発活動を積極的に推進し、乱用防止気運の醸成を

図る。 

関係機関は、児童・生徒の発達段階に応じた薬物乱用防止教育指導資料

や啓発資材を活用し、小学校段階での薬物乱用防止教育の充実を図り、全

中学校・高等学校・中等教育学校における薬物乱用防止教室の毎年開催の

実現に向けて努力するとともに、薬物乱用防止教室の質の向上を図る。 

関係機関は、各学校の学校保健委員会、養護教諭、スクールカウンセラ

ー等が連携を図り相談機能を充実させるとともに、外部の薬物相談窓口と

も連携し、各学校で適切かつ迅速な対応を行えるよう指導体制を充実させ

る。 

関係機関は少年の薬物乱用実態等について広く情報提供を行い、提供を

受けた各学校は児童・生徒の実態や状況に応じた対応に努める。 

 (ｲ) 教育関係者に対する研修 

関係機関は、各学校の教員等を対象に、児童・生徒が意志決定や行動選

択を適切に行えるようにするための指導方法等について研修会を開催し、

その指導技術の向上を図るとともに、最新の薬物事情について見識を深め

るための研修講座を開催する。 

(ｳ) 薬物乱用防止教室における外部講師養成のための研修 

関係機関は、学校における薬物乱用防止教室の外部講師養成のため、研

修を実施する。 

 

イ 地域における啓発 

関係機関・団体は、ＰＴＡ、青少年指導者団体等の地域における指導者層に

対し、薬物乱用防止に関する正しい知識の普及を図るとともに、これら指導者

を通じて地域住民に啓発を行う。 

関係機関・団体は、各種キャンペーンや地域の活動等を通じ、薬物乱用防止

指導員協議会等と連携のうえ、覚醒剤・大麻・危険ドラッグ等薬物乱用による

弊害を、積極的に啓発する。 

関係機関は、薬物乱用防止推進地域連絡会等を中核とし、地域の関係機関・

団体と連携のうえ、地域における薬物乱用防止対策の企画及び啓発等を行う。 

関係機関・団体は、有職・無職少年や大学生・専門学校生等に対し、薬物乱

用防止に関する啓発に触れる機会を提供する。  
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ウ 家庭への啓発 

関係機関・団体は、薬物乱用防止啓発資料の配布等により、乳幼児、小・中

学生、高校生の保護者への啓発等を行う。 

また、各学校のＰＴＡが主体となって、各学校で行われる薬物乱用防止教室

への保護者の参加や、地域で行われるキャンペーンへの協力を呼びかける。 

 

エ 関係団体・業界等に対する啓発 

関係機関は、医療関係団体、麻薬・向精神薬等の流通に関する業界に対し、

盗難及び乱用防止等の自主的な対策の確立を指導するとともに、偽造処方せん

の行使等薬物乱用の疑いのある事例を発見した場合、速やかに関係機関へ通報

するよう指導する。 

関係機関は、それぞれ所管する業界等（労働関係団体、自動車運送業等旅客

業、通関業者、建設業界、風俗営業団体、防犯団体等）に対し、覚醒剤等薬物

乱用問題について認識を深めるように指導・協力要請を行う。 

関係機関は、金融機関等に対しては、薬物対策の重要性を啓発し、薬物不正

取引に係る不正資金の流通等の防止について、協力を求める。 

 

オ 広報媒体・運動による啓発 

(ｱ) 多様な啓発媒体の活用 

関係機関・団体は、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ、シンナー等薬物の恐

ろしさと乱用による弊害について、多様な啓発媒体を活用し、広く県民に

周知徹底を図る。 

薬物乱用防止ポスター、リ－フレット、啓発用ＤＶＤ等の広報資料を児

童・生徒にもわかりやすい形で作成するとともに、新聞、雑誌、インター

ネットのホームページ、ソーシャルメディアへの掲載、コンビニエンスス

トア等での掲示や配布など、各機関の協力を得て積極的に啓発を行う。 

 

 (ｲ) 各種運動の活用 

      関係機関・団体は、不正大麻・けし撲滅運動、「ダメ。ゼッタイ。」普

及運動、麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動、社会を明るくする運動、防犯

運動、青少年の非行問題に取り組む全国強調月間等の各種運動を通じて、

薬物乱用の恐ろしさを広く啓発等を行う。 

また、県が主催又は共催し、若しくは企画に参画しているイベントにお

いて連携を図り、啓発機会を広く確保する。 

  

(2) 取締りの強化及び厳正な処分      

ア 密売組織等に対する取締り 

(ｱ) 密輸、密売に対する取締り 

関係機関は、覚醒剤等の密輸に対しては、国際情報の収集及び水際検挙

を徹底させ、密売に対しては、暴力団等密売組織への集中かつ徹底した取
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締りを行う。 

(ｲ) 貨物及び国際郵便等による密輸入の摘発 

関係機関は、一般商業貨物及び国際郵便利用による覚醒剤・麻薬等の密

輸入を摘発するため、現品検査の一層の強化を図る。 

(ｳ) 薬物犯罪組織の壊滅 

   関係機関は、組織的に行われる薬物の密輸入実態を解明し、組織の壊滅

を図るため、コントロールド・デリバリー等の捜査手法の積極的な活用に

努める。 

(ｴ) インターネット等の通信手段を用いた不正取引の摘発 

関係機関は、インターネット等の通信手段を用いた薬物取引に対しては、

広告規制等の条項を適用するなどの捜査手法を活用し摘発に努める。 

(ｵ) 来日外国人犯罪者の摘発 

関係機関は、不法滞在等の一部来日外国人による覚醒剤等薬物の密売行

為を摘発するため、繁華街並びに深夜における不審者調査を実施する。 

 (ｶ) 不正大麻・けしの発見・摘発及び除去 

 関係機関は、不正に栽培している大麻及びけしの発見、摘発を図るとと

もに、自生している大麻及びけしの発見・除去に努める。 

 

イ 薬物乱用者に対する取締り 

(ｱ) 薬物乱用者の早期発見、検挙等 

関係機関は、薬物乱用に係る通報・相談に対する迅速・的確な対応を図

るなど様々な活動を通じて覚醒剤等薬物乱用者の早期発見及び実態把握に

努め、薬物乱用の傾向等を分析し、検挙・鑑定体制の充実強化を図る。 

(ｲ) 薬物乱用少年の早期発見及び検挙等 

関係機関は、街頭補導活動の強化等を通じ、青少年における大麻・覚醒

剤・危険ドラッグ等乱用の実態把握に努め、薬物乱用少年の早期発見及び

補導・検挙の徹底を図る。 

関係機関は、シンナー等の有機溶剤を販売、使用する関係業界に対して、

適正な販売及び取扱い指導を行うとともに、悪質業者等の取締りを行う。 

(ｳ) 薬物乱用を助長する恐れのあるマニュアル本等への対応 

関係機関は、薬物乱用を助長する恐れのある出版物（薬物マニュアル本）

を青少年保護育成条例上の有害図書類として個別指定の対象としており、

対象出版物があれば、児童福祉審議会社会環境部会に諮る。 

 

ウ 麻薬取扱者等に対する指導監督 

(ｱ) 麻薬、覚醒剤原料等取扱者に対する指導監督 

関係機関は、麻薬、向精神薬、覚醒剤等取扱者及び麻薬等原料営業者に

対し、薬物の不正流通及び盗難を防止するため、立入検査等による指導監

督の徹底を図る。 

(ｲ) 向精神薬等の取扱指導及び取締り 

関係機関は、向精神薬等の適正管理及び適正使用のため、医療機関、薬
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局、取扱業者への立入検査、監視を徹底し、不正流通等を確認した際に、関

係機関と連携の上、厳重な取締りを行う。 

 

エ 危険ドラッグ対策 

 (ｱ) 危険ドラッグの実態把握 

関係機関は、麻薬、覚醒剤等の乱用の契機になることが懸念されている

危険ドラッグについて、インターネット等の通信手段を用いた販売状況等

の情報収集と情報共有を図る。 

関係機関は、危険ドラッグの販売実態の把握に努め、法令等の改正の動

向を踏まえながら、試買検査等を実施し、新たな指定薬物及び麻薬等に対

しても速やかに対応する。 

   (ｲ) 販売業者等に対する監視指導及び取締り 

関係機関は、連携を強化し、販売業者等への合同立入調査・指導等を行う

とともに、不正な販売等に対し合同捜査等を実施し、厳重な取締りを行う。 

  

  オ 取締体制等の充実・強化 

(ｱ) 情報収集の推進 

   関係機関は、関係者及び県民等に対して、種々の機会を捉え、情報提供

等の協力依頼を行い、密輸・密売等に関する情報の通報を促進する。 

(ｲ) 関係機関相互の連携強化  

  関係機関による合同捜査・共同摘発を推進する。 

   （ｳ）厳正な処分 

関係機関は、覚醒剤・大麻等薬物乱用事犯の危険性・重大性等社会に及

ぼす影響を重視し、事犯者に対し厳正な処分を行う。 

 

(3) 薬物乱用者等に対する適切な対応 

ア 相談・支援体制の充実 

関係機関は、民間窓口との連携等や、精神保健福祉センター等に薬物に関す

る一般相談窓口を設けるとともに、相談支援を行う関係機関職員に対し、薬物

依存症の知識の向上を図る研修を実施し、薬物に関する相談体制の充実に努め

る。 

加えて、地域の青少年指導者、相談窓口間で連携を図り、相談体制を整備す

る。このほか、依存症に対応する相談窓口や回復施設等を一元的に知ることが

できるよう情報発信を進める。 

また、精神保健福祉センターを中核として、薬物乱用に関する相談・指導を

行う関係機関の連携を図る。 

関係機関は、薬物依存症者の家族等を対象に、薬物依存症の知識や回復に向

けた支援について理解するための講座を実施し、悩みを抱えた家族同士のつな

がりを支援する。 
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イ 医療体制の充実 

関係機関は、認知行動療法に基づく治療回復プログラムの実施を中心とした

医療提供体制の充実強化のため、薬物等の依存症に対応できる医療機関を依存

症専門医療機関として選定し、医療提供体制の整備を進めるとともに、医療従

事者や地域関係機関の相談従事者等を対象とした研修を実施し、人材育成を図

る。 

 

ウ 再乱用の防止 

(ｱ) 矯正施設での指導・支援 

関係機関は、矯正施設収容中の薬物依存症者に対し、適切な治療・支援

により回復できる病気である認識を持たせる指導を実施する。 

(ｲ) 保護観察の充実 

関係機関は、薬物依存のある保護観察対象者に対し、医療機関、民間支

援団体等と連携した薬物再乱用防止プログラムを実施する等、保護観察の

一層の充実強化を図る。 

(ｳ) 支援体制の推進 

関係機関は、薬物依存症者の治療・社会復帰支援等の諸課題について、

横断的に検討する場を設定し支援体制の推進に努める。  

      

(4) 薬物乱用防止強化月間の実施 

令和５年度は、次のとおり薬物乱用防止強化のための月間を定め、薬物乱用防止

対策を推進する。 

ア  啓発関係 

(ｱ) 名称 

薬物乱用防止広報強化月間 

        （第１回）６月１日から７月31日まで…「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

に対応 

        （第２回）10月１日から11月30日まで… 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運

動に対応 

(ｲ) 実施内容 

覚醒剤等薬物乱用の弊害と恐ろしさを、広く県民に周知するため、あら

ゆる広報資料・広報媒体を用い、啓発活動を積極的かつ効果的に行う。 

 

イ  取締り関係 

(ｱ) 名称 

薬物乱用事犯取締強化月間 

       （期間については、別途定め実施する。） 

(ｲ) 実施内容 

      ａ 覚醒剤等薬物事犯に対し、取締りを強化する。 

ｂ 覚醒剤等薬物乱用を拒絶する社会環境作りの促進を図る。 


